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収
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…
…
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…
…
…
…
…
三
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公
　
　
　
告

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
五

○
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
七

○
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発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
八

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
九

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
九

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
巨
摩
郡
芦
安
村
大
字
安
通
字
御
勅
使
川
旧
三
十
六
村
入
会
六
九
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
　

に
限
る
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
次
の
図
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
芦
安
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
号

平
成
十
三
年
中
小
企
業
賃
金
事
情
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
調
査
の
目
的

県
下
の
民
間
企
業
に
働
く
労
働
者
の
賃
金
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
労
使
関
係
者
の
参
考
資
料
と
し
　

て
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
理
的
な
賃
金
管
理
及
び
労
使
関
係
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

二
　
調
査
事
項

１
　
初
任
給

一
　
平
成
十
三
年
新
規
学
卒
者
の
確
定
初
任
給

二
　
平
成
十
四
年
新
規
学
卒
者
の
初
任
給
見
込
額

２
　
平
均
賃
金

各
事
業
所
か
ら
従
業
員
を
抽
出
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

一
　
年
齢

二
　
勤
続
年
数

三
　
扶
養
家
族
数

四
　
平
成
十
三
年
七
月
支
給
分
の
所
定
内
賃
金
及
び
所
定
外
賃
金

五
　
平
成
十
三
年
七
月
支
給
分
の
所
定
内
賃
金
及
び
所
定
外
賃
金
の
根
拠
と
な
っ
た
労
働
時
間

３
　
事
業
所
の
現
況

一
　
常
用
従
業
員
数

二
　
労
働
組
合
の
有
無

三
　
定
年
制
の
有
無
及
び
定
年
年
齢

四
　
週
休
制
の
形
態

三
　
調
査
の
範
囲

１
　
調
査
地
域

山
梨
県
全
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
号
　
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
六
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

六
月
二
十
八
日

第
千
二
百
五
号

木　曜　日



２
　
調
査
対
象

県
内
の
従
業
員
数
十
人
以
上
の
事
業
所
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
八
百
五
十
事
業
所

四
　
調
査
の
期
日

平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日
を
調
査
基
準
日
と
し
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
を

調
査
期
間
と
す
る
。

五
　
調
査
の
方
法

自
計
式
調
査
と
し
、
調
査
票
の
配
布
及
び
回
収
は
、
郵
送
に
よ
り
行
う
。

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
本
都
塚
地
区
県
営
一
般
農
道
整

備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
二
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

一
宮
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
三
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
八
ヶ
岳
地
区
広
域
営
農
団
地
農

道
整
備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
二
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

須
玉
町
役
場
、
高
根
町
役
場
、
長
坂
町
役
場
、
大
泉
村
役
場
及
び
小
淵
沢
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
三
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）

期
日

県
道

棡
原
藤
野
線

北
都
留
郡
上
野
原
町
大
字
棡
原
字
黒

一
〇
六
〇
・
〇

平
成
十
三
年

田
四
七
八
〇
番
の
一
地
先
か
ら

六
月
二
十
八

北
都
留
郡
上
野
原
町
大
字
棡
原
字
井

日

戸
横
道
四
二
八
一
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）

期
日

県
道

棡
原
藤
野
線

北
都
留
郡
上
野
原
町
大
字
棡
原
字
中

三
四
〇
・
〇

平
成
十
三
年

原
三
五
九
九
番
地
先
か
ら

六
月
二
十
八

北
都
留
郡
上
野
原
町
大
字
棡
原
字
岩

日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
号
　
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

三
六
四



境
三
六
六
八
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
都
市
計
画
の
種
類

甲
府
都
市
計
画
公
園

（
五
・
六
・
一
号
　
愛
宕
山
広
域
公
園
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
施
行
者
の
名
称

櫛
形
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

峡
西
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
五
・
七
号
山
寺
桃
園
線
（
小
笠
原
工
区
）

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
大
字
小
笠
原
字
一
の
出
し
及
び
御
所
庭
西
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
下
飯
田
一
丁
目
十
三
番
二
十
三
号
　
財
団
法
人
山
梨
県
交
通
安
全
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

パ
ー
キ
ン
グ
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公
　
　
　
告

�

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
　
一
式

２
　
役
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
履
行
期
間

契
約
日
の
翌
日
か
ら
平
成
十
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
履
行
場
所

山
梨
県
企
画
部
企
画
課
及
び
各
種
土
地
利
用
規
制
等
現
況
図
所
管
課

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
　

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
号
　
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

三
六
五



額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
平
成
十
三
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
等
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
号
）
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
国
、
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
受
注
実
績
が
あ
る
こ
と
。

ア
　W

ebG
IS

の
構
築

イ
　W

ebG
IS

の
実
施
設
計

ウ
　
統
合
型
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築

エ
　
統
合
型
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
の
実
施
設
計

オ
　
統
合
型
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基
本
設
計

３
　
次
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
従
業
員
が
、
当
該
調
達
役
務
に
従
事
す
る
体
制
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
技
術
士
（
情
報
工
学
部
門
）
資
格

イ
　
情
報
処
理
技
術
者
資
格

ウ
　
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格

４
　
当
該
調
達
役
務
に
関
し
、
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
う
体
制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５
　
公
告
に
示
す
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
納
入
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
企
画
部

企
画
課
企
画
担
当
　
電
話
番
号
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
三
一
二

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
の
１
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

入
札
説
明
会
は
、
実
施
し
な
い
。

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
三
年
八
月
三
十
日
午
後
一
時
三
十
分
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
五
番
六
号
　
恩

賜
林
記
念
館
二
階
大
会
議
室
　
電
話
番
号
〇
五
五
│
二
三
七
│
一
五
九
五

５
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
十
三
年
八
月
二
十
九
日
午
後
四
時

６
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
号
　
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

三
六
六

反
し
た
者
が
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
　

札
、
開
札
時
に
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
に
あ
ら
か
じ
め
入
札
書
　

を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
資
格
審
査
が
開
札
日
時
ま
で
に
終
了
し
な
か
っ
た
者
又
は
資
格
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
が
行
っ
た
入
札
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
に
違
反
し
価
格
又
は
そ
の
他
の
点
に
関

し
明
ら
か
に
公
正
な
競
争
を
不
当
に
阻
害
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
が
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
　

県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十

九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

７
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
　

を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

免
除

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
　

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
１
か
ら
５
に
係
る
証
明
書
及
び
入
札
　

説
明
書
に
示
す
書
類
を
平
成
十
三
年
八
月
一
日
午
後
四
時
ま
で
に
三
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

６
　
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

ofthe
services

to
be
required

G
IS

（G
eographic

Infom
ation

System
s

）forY
am
anashiPrefecturalG

overnm
ent1

set
2
D
ate
and
tim
e
fortender

1:30PM
A
ugust17,2001

3
B
ureau

in
charge

Planning
Section,Planning

D
ivision,Planning

D
epartm

ent,



Y
am
anashiPrefecturalG

overnm
ent6-1

M
arunouchi1-chom

e
K
oufu-shi

Y
am
anashi-ken

400-8501
Japan

TEL
055-223-1320

�

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
指

導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
試
験
を
実
施
す
る
職
種
及
び
試
験
科
目

１
　
次
の
職
種
に
つ
い
て
学
科
試
験
を
行
う
。

機
械
科
、
電
子
科
、
洋
裁
科
、
和
裁
科
及
び
建
築
科

２
　
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

免
許
職
種

学
　
　
科
　
　
試
　
　
験
　
　
の
　
　
科
　
　
目

関
　
　
　
　
　
連
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
科

指
　
導
　
方
　
法

機
械
科

一
　
系
基
礎
学
科

一
　
職
業
訓
練
原
理

１
　
機
械
工
学
（
機
械
要
素
及
び
機
構
と
運
動
）

二
　
教
科
指
導
法

２
　
材
料
（
材
料
力
学
、
金
属
材
料
、
非
金
属
材
料
並
び
に
三
　
訓
練
生
の
心
理

潤
滑
油
及
び
切
削
剤
）

四
　
生
活
指
導

３
　
工
作
法
（
Ｎ
Ｃ
工
作
法
、
機
械
工
作
法
、
ジ
グ
及
び
工
五
　
職
業
訓
練
関
係

具
）

法
規

４
　
測
定
法
（
測
定
及
び
試
験
機
器
、
測
定
法
、
形
状
測
定

並
び
に
材
料
試
験
）

５
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
加
工
法
（
切
削
加
工
法
、
研
削
加
工
法
、
金
型
工
作
法

及
び
精
密
加
工
法
）

２
　
機
械
製
図
（
機
械
製
図
法
、
機
械
設
計
法
及
び
テ
ク
ニ

カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
）

電
子
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
電
気
理
論(

電
気
磁
気
学
並
び
に
直
流
及
び
交
流
理
論)

２
　
電
子
工
学
（
デ
ジ
タ
ル
回
路
、
ア
ナ
ロ
グ
回
路
、
半
導

体
工
学
及
び
測
定
法
）

３
　
電
気
及
び
電
子
機
器
（
電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
）

４
　
材
料
（
電
気
材
料
及
び
電
子
部
品
）

５
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
通
信
工
学
（
情
報
理
論
、
通
信
シ
ス
テ
ム
方
式
、
伝
送

工
学
及
び
通
信
処
理
）

２
　
機
器
設
備
（
端
末
設
備
、
伝
送
交
換
設
備
及
び
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
）

３
　
制
御
工
学
（
制
御
理
論
、
数
値
制
御
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
制
御
）

４
　
工
作
法
（
電
子
機
器
の
組
立
て
並
び
に
修
理
及
び
調
整

法
）

洋
裁
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
被
服
学
（
被
服
史
、
被
服
論
及
び
縫
製
）

２
　
デ
ザ
イ
ン
（
色
彩
、
造
形
、
デ
ザ
イ
ン
画
及
び
製
図
）

３
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
被
服
科
学(

被
服
管
理
、
被
服
衛
生
及
び
被
服
用
材
料)

２
　
服
装
デ
ザ
イ
ン
（
服
飾
心
理
、
商
品
企
画
、
着
装
画
、

色
彩
法
及
び
ス
タ
イ
ル
画
）

３
　
縫
製
知
識
（
採
寸
法
、
裁
断
法
、
縫
製
法
及
び
服
飾
手

芸
）

和
裁
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
裁
縫
知
識
（
裁
縫
工
程
、
裁
縫
用
具
及
び
見
積
り
）

２
　
縫
製
法
（
縫
製
法
及
び
縫
製
用
材
料
）

３
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
和
裁
法
（
裁
縫
工
程
、
和
服
の
種
類
及
び
裁
縫
法
）

２
　
被
服
学
（
被
服
史
、
被
服
論
、
被
服
科
学
及
び
服
装
美

学
）

建
築
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
建
築
工
学
（
構
造
力
学
、
建
築
構
造
、
建
築
施
工
、
測

量
、
建
築
製
図
及
び
関
係
法
規
）

２
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
建
築
設
計
（
建
築
設
計
、
設
備
設
計
及
び
建
築
計
画
）

２
　
施
工
法
（
建
築
施
工
法
、
建
築
工
事
、
規
く
術
、
木
材

工
作
法
並
び
に
仕
様
及
び
積
算
）

３
　
材
料
（
建
築
用
材
料
）

３
　
前
記
以
外
の
職
種
に
つ
い
て
も
、
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
が
免
除

さ
れ
る
者（
一
級
又
は
単
一
等
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
及
び
他
法
令
に
よ
る
資
格
取
得
者
）

に
対
し
て
、
指
導
方
法
の
み
の
試
験
を
行
う
。

二
　
受
験
資
格

１
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（一）

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

（二）

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。）
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
者

２
　
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（一）

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

（二）

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
号
　
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

三
六
七



（三）

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
試
験
の
免
除

実
技
試
験
の
全
部
又
は
学
科
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及

び
そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
免
除
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

免
許
職
種

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
　
除
　
の
　
範
　
囲

全
職
種
共
通

免
許
職
種
に
関
し
、
一
級
又
は
単
一
等
級
の
技
能
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科

検
定
に
合
格
し
た
者

試
験
の
う
ち
関
連
学
科

免
許
職
種
に
関
し
、
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
実
技
試
験
の
全
部

た
者

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
実
技
試
験
の
全
部

い
て
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
学
科
試
験
の
全
部

い
て
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
課
程
又
は
応
用
課
程
の
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

高
度
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
免
許

職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

省
令
別
表
第

省
令
別
表
第
十
一
の
三
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
省
令
別
表
第
十
一
の
三
の
免

十
一
の
三
に

こ
と
が
で
き
る
者
の
欄
に
掲
げ
る
者

除
の
範
囲
の
欄
に
掲
げ
る
試

掲
げ
る
免
許

験

職
種

四
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

１
　
日
時
　
平
成
十
三
年
九
月
七
日
（
金
）
午
前
九
時

２
　
場
所
　
塩
山
市
上
於
曽
千
三
百
八
番
地
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

五
　
受
験
手
続

１
　
受
験
申
請
書
類

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
、
履
歴
書
、
身
分
証
明
書
、
写
真
二
枚
（
ラ
イ
カ
判
と
し
、

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
脱
帽
の
写
真
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し

た
も
の
。
申
請
書
及
び
受
験
票
（
控
）
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。）
及
び
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
類

２
　
試
験
の
免
除
申
請

試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
　

添
付
す
る
こ
と
。

３
　
申
請
書
類
の
提
出
先

塩
山
市
上
於
曽
千
三
百
八
番
地
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
（
郵
送
に
よ
り
受
験
申
請

を
す
る
場
合
は
、
必
ず
書
留
郵
便
と
す
る
こ
と
。）

４
　
申
請
書
類
の
提
出
期
間

平
成
十
三
年
七
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
木
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。）。
た

だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
十
三
年
七
月
十
九
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

５
　
受
験
手
数
料

三
千
百
円
（
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
に
、
三
千
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県

収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

受
験
手
数
料
は
、
申
請
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
還
付
し
な
い
。

６
　
受
験
票
の
交
付

受
験
申
請
を
受
け
付
け
た
後
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
受
験
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

に
受
験
票
を
交
付
す
る
。

六
　
合
格
発
表

平
成
十
三
年
十
月
五
日
（
金
）
に
合
格
者
氏
名
を
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
本
部
講
義
棟

玄
関
前
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

七
　
そ
の
他

１
　
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
用
紙
は
、
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
に
お
い
て
交

付
す
る
。
な
お
、
申
請
書
用
紙
の
請
求
又
は
受
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
を
郵
便
で
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
受
験
申
請
書
請
求
」
又
は
「
受
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
」
と
明
記
し
、

百
四
十
円
切
手
を
貼
り
付
け
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

２
　
各
職
種
に
お
い
て
、
受
験
申
請
者
の
数
が
著
し
く
多
く
な
っ
た
と
き
は
、
受
験
申
請
締
切
日
前

で
あ
っ
て
も
申
請
の
受
付
を
打
ち
切
る
こ
と
が
あ
る
。

３
　
受
験
に
対
す
る
注
意
事
項（
集
合
時
間
、
携
帯
品
等
）
は
、
後
日
受
験
票
を
も
っ
て
通
知
す
る
。

４
　
試
験
に
つ
い
て
の
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
（
塩
山
市
上
於
曽
千
三
百

八
番
地
（
電
話
〇
五
五
三
│
三
二
│
五
二
〇
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
号
　
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

三
六
八



中
巨
摩
郡
甲
西
町
西
南
湖
字
折
戸
九
六
七
の
一
、
九
六
七
の
二
、
九
六
八
の
一
、
九
六
八
の
四
及

び
九
六
九

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
甲
西
町
和
泉
二
百
二
十
四
番
地
三
　
大
木
俊
助

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
字
大
河
原
四
六
一
の
四

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
竜
王
町
竜
王
千
三
百
八
十
二
番
地
一
Ｃ
棟
　
田
坂
竜
夫
　
田
坂
雅
子

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
字
大
窪
一
六
三
九
、
一
六
四
〇
の
二
及
び
一
六
四
〇
の
三

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
　
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
昭
和

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
千
七
百
三
十
六
番
地
　
海
野
英
明

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
風
　
　
間
　
　
善
　
　
樹

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
Ｕ
Ｆ

サ
ミ
ー
株

一
〇
〇
一
九
五

里
見
治

機

Ｏ
キ
ッ
ズ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

Ｓ

三
番
二
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

バ
ナ
ラ
ッ

サ
ミ
ー
株

一
四
〇
一
三
九

里
見
治

規
則
第
六
条
第

シ
ュ
Ｖ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

二
号
（
別
表
第

三
番
二
号

五
）

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ブ
ラ
ッ
ク

株
式
会
社

一
四
〇
一
五
四

締
役
　
中
野
純
弘

規
則
第
六
条
第

エ
ン
ジ
ェ

バ
ル
テ
ッ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
東
天
満
二
丁

二
号
（
別
表
第

ル
ズ

ク

目
一
番
二
号

五
）

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

タ
ツ
ジ
ン

株
式
会
社

一
四
〇
一
八
二

締
役
　
中
野
純
弘

規
則
第
六
条
第

バ
ル
テ
ッ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
東
天
満
二
丁

二
号
（
別
表
第

ク

目
一
番
二
号

五
）

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ド
リ
ル
マ

山
佐
株
式

一
四
〇
一
五
七

佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

ス
タ
ー

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

の
一

五
）

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ド
リ
ル
マ

山
佐
株
式

一
四
〇
一
五
八

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
号
　
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日

三
六
九



佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

ス
タ
ー
キ

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

ン
グ

の
一

五
）

テ
ク
ノ
コ
ー
シ
ン
株
式
会
社
　
代

回
胴
式
遊
技
機

バ
イ
パ
ー

テ
ク
ノ
コ

一
四
〇
〇
〇
八

表
取
締
役
　
河
田
節
子

規
則
第
六
条
第

ー
シ
ン
株

東
京
都
台
東
区
台
東
三
丁
目
六
番

二
号
（
別
表
第

式
会
社

一
三
号

五
）

テ
ク
ノ
コ
ー
シ
ン
株
式
会
社
　
代

回
胴
式
遊
技
機

ダ
ブ
ル
イ

テ
ク
ノ
コ

一
四
〇
一
六
二

表
取
締
役
　
河
田
節
子

規
則
第
六
条
第

ン
パ
ク
ト

ー
シ
ン
株

東
京
都
台
東
区
台
東
三
丁
目
六
番

二
号
（
別
表
第

式
会
社

一
三
号

五
）

株
式
会
社
エ
レ
コ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ナ
イ
ト
ジ

株
式
会
社

一
四
〇
一
四
二

小
森
富
美
雄

規
則
第
六
条
第

ャ
ス
テ
ィ

エ
レ
コ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

ス

地
二
五

五
）

ア
ル
ゼ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ギ
ャ
ン
ブ

ア
ル
ゼ
株

一
四
〇
一
七
二

岡
田
和
生

規
則
第
六
条
第

ル
コ
ン
ボ

式
会
社

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

２

地
二
五

五
）

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア
ン

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
出
前

株
式
会
社

一
〇
〇
一
三
五

ド
デ
ィ
　
代
表
取
締
役
　
杉
島
紀

機

一
丁
Ｓ
Ｔ

サ
ン
セ
イ

志
男

規
則
第
六
条
第

ア
ー
ル
ア

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二

一
号
イ
（
別
表

ン
ド
デ
ィ

丁
目
一
一
番
一
三
号

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア
ン

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
出
前

株
式
会
社

一
〇
〇
一
三
七

ド
デ
ィ
　
代
表
取
締
役
　
杉
島
紀

機

一
丁
Ｄ
Ｚ

サ
ン
セ
イ

志
男

規
則
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